
2023年 9月 19日 

株式会社ワイ・デー・ケー 

総務部 

労働者派遣法第 23条第 5項に基づく情報公開 

 

労働者派遣法第 23条第 5項に基づき、2023年度における情報を公開いたします。 

 

１．マージン率の計算式 

マージン率＝（派遣料金の平均額－派遣労働者の賃金の平均額）÷派遣料金の平均額 

（小数点第 2位以下を四捨五入） 

 

２．マージンには、営業利益以外に法定福利費、その他経費（教育訓練費、福利厚生費、有

給休暇取得、募集採用費、労務管理費等）なども含まれています。 

 

■株式会社ワイ・デー・ケー 東北工場 

〒028-0541 岩手県遠野市松崎町白岩 20-40 

派遣労働者の数 8 

派遣先数 3 

マージン率 35.4％ 

派遣料金の平均額 1日 8時間あたり 37,206円 

賃金の平均額 1日 8時間あたり 24,043円 

キャリアアップに資する教育

訓練に関する計画内容 

採用時研修（安全衛生・情報セキュリティ） 

年次研修：全社教育（昇進・昇格時研修、階層別研修）  

ｅラーニング 

キャリアコンサルティングの

相談窓口 
東北工場：0198-62-6711 

待遇決定方式 労使協定方式 

協定労働者の範囲：派遣先の業務に従事する労働者 

協定の有効期間：2024年 3月 31日まで 

その他の事項（福利厚生等） 社会保険：健康保険、厚生年金保険 

労働保険：雇用保険、労災保険 

安全衛生：定期健康診断、ストレスチェック 

休暇休業：育児・介護休業、特別休暇 

     産前産後の休暇、ライフプラン休暇等 

 

 



2023年 9月 19日 

株式会社ワイ・デー・ケー 

総務部 

労働者派遣法第 23条第 5項に基づく情報公開 

 

労働者派遣法第 23条第 5項に基づき、2023年度における情報を公開いたします。 

 

１．マージン率の計算式 

マージン率＝（派遣料金の平均額－派遣労働者の賃金の平均額）÷派遣料金の平均額 

（小数点第 2位以下を四捨五入） 

 

２．マージンには、営業利益以外に法定福利費、その他経費（教育訓練費、福利厚生費、有

給休暇取得、募集採用費、労務管理費等）なども含まれています。 

 

■株式会社ワイ・デー・ケー 技術本部 

〒206-0811 東京都稲城市押立 1288 

派遣労働者の数 9 

派遣先数 4 

マージン率 28.1％ 

派遣料金の平均額 1日 8時間あたり 37,500円 

賃金の平均額 1日 8時間あたり 26,970円 

キャリアアップに資する教育

訓練に関する計画内容 

採用時研修（安全衛生・情報セキュリティ） 

年次研修：全社教育（昇進・昇格時研修、階層別研修）  

ｅラーニング 

キャリアコンサルティングの

相談窓口 
技術本部：042-378-8111 

待遇決定方式 労使協定方式 

協定労働者の範囲：派遣先の業務に従事する労働者 

協定の有効期間：2024年 3月 31日まで 

その他の事項（福利厚生等） 社会保険：健康保険、厚生年金保険 

労働保険：雇用保険、労災保険 

安全衛生：定期健康診断、ストレスチェック 

休暇休業：育児・介護休業、特別休暇、産後休業の休

暇、ライフプラン休暇、フレックス休暇等 

 

 



2023年 9月 19日 

株式会社ワイ・デー・ケー 

総務部 

労働者派遣法第 23条第 5項に基づく情報公開 

 

労働者派遣法第 23条第 5項に基づき、2023年度における情報を公開いたします。 

 

１．マージン率の計算式 

マージン率＝（派遣料金の平均額－派遣労働者の賃金の平均額）÷派遣料金の平均額 

（小数点第 2位以下を四捨五入） 

 

２．マージンには、営業利益以外に法定福利費、その他経費（教育訓練費、福利厚生費、有

給休暇取得、募集採用費、労務管理費等）なども含まれています。 

 

■ 株式会社ワイ・デー・ケー 東京工場 

〒215-0033 神奈川県川崎市麻生区栗木 2-7-5 

派遣労働者の数 5 

派遣先数 3 

マージン率 30.5％ 

派遣料金の平均額 1日 8時間あたり 42,644円 

賃金の平均額 1日 8時間あたり 29,649円 

キャリアアップに資する教育

訓練に関する計画内容 

採用時研修（安全衛生・情報セキュリティ） 

年次研修：全社教育（昇進・昇格時研修、階層別研修）  

ｅラーニング 

キャリアコンサルティングの

相談窓口 
東京工場：044-981-6315 

待遇決定方式 労使協定方式 

協定労働者の範囲：派遣先の業務に従事する労働者 

協定の有効期間：2024年 3月 31日まで 

その他の事項（福利厚生等） 社会保険：健康保険、厚生年金保険 

労働保険：雇用保険、労災保険 

安全衛生：定期健康診断、ストレスチェック 

休暇休業：育児・介護休業、特別休暇 

     産後休業の休暇、ライフプラン休暇等 

 


